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市議会議案第１号

令和７年度水戸市一般会計補正予算（第６号）
　

　令和７年度水戸市の一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,321,000千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ132,543,580千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「第１表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は，「第２表繰越明許費補正」による。

 令和８年１月26日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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第１表　歳入歳出予算補正 

歳　　入   

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

２ 国庫補助金

５ 雑入

 

千円 千円 千円

30,111,195

7,543,210

3,091,853

2,765,670

131,222,580

31,431,657

8,863,672

3,092,391

2,766,208

132,543,580

1,320,462

1,320,462

538

538

1,321,000歳　  入  　合　  計

16 国庫支出金

22 諸収入

歳　　出   

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

１ 社会福祉費

５ 上水道費

１ 商工費 

千円 千円 千円

56,873,530

24,546,463

10,070,626

91,200

1,283,288

1,283,288

131,222,580

57,334,530

25,007,463

10,440,626

461,200

1,773,288

1,773,288

132,543,580

461,000

461,000

370,000

370,000

490,000

490,000

1,321,000歳　  出  　合　  計

３ 民生費

４ 衛生費

７ 商工費
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第２表　繰越明許費補正

千円

款 項

１　社会福祉費

５　上水道費

１　商工費

３　民生費

４　衛生費

７　商工費

市民税非課税世帯等くらしサポート給付金経
費 

水道事業会計繰出金 

商業振興経費 

事　　　業　　　名 金　　額

461,000 

370,000 

490,000 
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市議会議案第２号

令和７年度水戸市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和７年度水戸市の水道事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

第２条　債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額を，次のとおり追加する。

 令和８年１月26日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

事　　　　　　　　　　項

物価高騰対策に伴う水道料金システム改修に係る債務負担

期　　　間 限　度　額
千円

5,000
令和７年度から
令和８年度まで
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報告第１号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき，令和７年度水戸市一般会計補正予

算（第５号）を別紙のように処分したから，同条第３項の規定により報告し，承認を求めるものである。

 令和８年１月26日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

令和７年度水戸市一般会計補正予算（第５号）
　

　令和７年度水戸市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,153,000千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ131,222,580千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「第１表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により，翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は，「第２表繰越明許費」による。

　上記については，市議会の議決に代え，地方自治法第179条第１項の規定により処分するものである。

 令和７年12月26日処分

  水戸市長　　高　橋　　　靖

― 8 ―



第１表　歳入歳出予算補正 

歳　　入   

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

２ 国庫補助金

２ 県補助金

５ 雑入 

千円 千円 千円

29,259,987

6,692,002

10,564,978

3,248,918

3,089,344

2,763,161

130,069,580

30,111,195

7,543,210

10,864,261

3,548,201

3,091,853

2,765,670

131,222,580

851,208

851,208

299,283

299,283

2,509

2,509

1,153,000歳　  入  　合　  計

16 国庫支出金

17 県支出金

22 諸収入

歳　　出   

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

２ 児童福祉費

 

千円 千円 千円

55,720,530

21,562,547

130,069,580

56,873,530

22,715,547

131,222,580

1,153,000

1,153,000

1,153,000歳　  出  　合　  計

３ 民生費
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第２表　繰越明許費

千円

款 項

２　児童福祉費３　民生費 物価高対応子育て応援手当経費 

子育て世帯生活応援特別給付金経費 

事　　　業　　　名 金　　額

853,000 

300,000 
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